
【鳥取県庁舎で使用する電気供給に係る質問への回答】

番号 質問 回答

1

協議制契約(500kW)の場合契約電力変更を1年間以内に2回以上行
う等、お客様起因にて供給地点エリアの送配電事業者より違約金を
請求された場合は弊社より違約金相当分をご請求させていただきま
すがよろしいでしょうか

契約電力を変更する場合は、別途協議します。

2

現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、
協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょう
か。(頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性
がございます。)

仕様書の予定契約電力は現在の契約電力と同じです。
契約電力を変更する場合は、別途協議します。

3

現在の契約電力と直近12か月分の最大需要電力を教えていただけ
ますでしょうか。最大需要電力の実績が現在の契約電力を超過して
いる場合、最大値に合わせて契約電力の超過是正を行う予定はあり
ますか。

令和６年９月から令和７年８月までの契約電力、最大使用電力は仕様
書に記載のとおりです。

4

契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開
始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約
電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございま
す。
その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただ
けますか。また、その際契約単価の変更協議には応じていただけま
すか。

契約電力を変更する場合は、別途協議します。

5

供給開始後に最大需要電力が契約電力を超過した場合、一般送配
電事業者の指示のもと、超過金の支払いではなく契約電力の超過是
正をいたします。（超過是正については弊社で決定するものではな
く、一般送配電事業者の指示のもと対応すべき事項です。）その際、
契約単価の変更が生じますが問題ありませんか。

契約電力を変更する場合は、別途協議します。

6

郵送にて入札に参加するのですが、再度入札となった場合は入札を
辞退する予定です。再度入札辞退届の提出の必要はございますか。
また、辞退届は、「入札書」の金額欄に「辞退」と記入したものを提出
するという形でよろしいでしょうか。

入札説明書の１５（８）に記載のとおりです。

7

契約保証金免除申請書（様式第６号）に添付する契約書の写しにつ
きまして、契約した「履行証明願」「通知書」で代用は可能でしょうか。
（当社は契約書の締結を省略しており、印鑑省略をした通知書（電気
需給に関するお知らせ）をwebに掲載し契約をしているため、通知書
の写しを代用としております。）

契約保証金免除申請について「過去２年間に国、地方公共団体その他
の法人と同種で同程度の規模であると認められる契約」の契約実績が
確認できるものであれば、契約書の写し以外でも問題ありません。

8

仕様書１１料金の支払につきまして、「供給施設毎の電気使用量及
び支払額が分かる内訳を提出すること」とございますが、鳥取県庁舎
を１施設として、使用量及び支払額をお出しするという認識でよろしい
でしょうか。

支障ありません。

9

電気供給契約書第９条の計量日につきまして、「末日の２４時」とは
「1日0時」と解釈しても差し支えないでしょうか。

支障ありません。

10

電気供給契約書第１０条２項のお支払期日につきまして、弊社の供
給条件では、「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」と
定めております。支払義務発生日とは、弊社が定例検針日を考慮し
てあらかじめ定めた日となります。ご了承いただけますでしょうか。ま
た、弊社落札の際、契約書においても上記の内容へ記載をご変更い
ただけますでしょうか。

落札決定後に協議します。
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11

電気供給契約書第１０条３項の遅延利息につきまして、弊社の供給
条件では、「その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し
引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額」と記
載されております。ご了承いただけますでしょうか。また、弊社落札の
際、契約書においても上記の内容へ記載をご変更いただけますで
しょうか。

遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８
条第１項の規定に基づくものとします。契約書への記載については落
札決定後に協議します。

12

仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給条件
および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容へ記載をご変更
いただけますでしょうか。

仕様書、契約書に定めのない事項、契約書への記載については落札
決定後に協議します。

13
消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上
げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行いますが
よろしいでしょうか。

契約期間中に変更する場合は、別途協議します。

14

仕様書や電気供給契約書に記載されている燃料費調整額には、市
場価格調整額と離島ユニバーサルサービス調整額が含まれていると
いう認識でよろしいでしょうか。
（弊社落札後、中国エリアを管轄する旧一般電気事業者と同様に、燃
料費調整額と合わせて市場価格調整額と離島ユニバーサルサービ
ス調整額をご請求いたします）

支障ありません。

15

今回の入札に関しまして、落札金額等の公表は公報等で実施される
予定でしょうか。もし公表される場合には、弊社といたしましては「総
額以外の詳細単価」につきましては公表をお控えいただきたく存じま
す。ご了承いただけますでしょうか。

落札決定は鳥取県公報により公表します。（金額は総額のみ掲載）

16

鳥取県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書の様式につき
まして、鳥取県のホームページに掲載されている「様式１　鳥取県環
境に配慮した電力調達契約評価項目報告書（令和７年５月２２日改
定）」及び「別紙　鳥取県電力の調達に係る環境配慮評価基準（令和
７年５月２２日改定）」を使用するという認識でよろしいでしょうか。
上記以外の様式の場合、様式を配布していただくことは可能でしょう
か。

お見込みのとおりです。

17
お支払につきまして、自動口座引落とのことですが、取扱い金融機関
はどちらになりますでしょうか。

落札決定後にお伝えします。

18

入札説明書13（４）につきまして、実績がわかるものの提出が必要と
のことですが、質問１４の実績で提出させていただいてよろしいでしょ
うか。また、入札保証金免除については、この入札説明書１３（４）の
資料で免除申請を行えるという認識でよろしいでしょうか。

入札説明書13（４）事前提出物の提出については、入札説明書３（７）に
記載された内容についての契約実績が確認できるものであれば、契約
書の写し以外でも問題ありません。

入札保証金の免除については、鳥取県競争入札参加資格審査事務取
扱要綱（昭和40年１月30日付発出第36号）第５条第１項に規定する競
争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資格者名簿」という。）へ
の登録されている場合、特別な書類の提出なく免除が認められます。
競争入札参加資格者名簿登録の手続きについては、入札説明書の３
の（２）に記載のとおりであり、入札説明書１３事前提出物（４）とは異な
ります。

19

予備電力の契約はございますでしょうか。
また、予備電力の契約がある場合、予備線、予備電源のどちらでしょ
うか。

予備電力の契約はありません。


